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特別史跡五稜郭跡裏門橋の補修工事に伴う通行止めについて 

 

特別史跡五稜郭跡裏門橋に係る橋脚補修工事の実施にあたり，以下のとおり

裏門橋の通行止めを行いますので，お知らせいたします。 

 

１ 通行止め期間  令和８年２月２３日（月）～３月２７日（金） 

  ※車両・歩行者を含む全面通行止めとなります。 

  ※引き続き，正面側の一の橋・二の橋から郭内への立ち入りが可能です。 
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